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第 8 8 期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 に 際 し て の

法 令 お よ び 定 款 に 基 づ く イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

連 結 計 算 書 類 の 注 記

計 算 書 類 の 注 記
（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

上記の事項につきましては、法令および当行定款第15条の規定に基づき、インターネット上の
当行ウェブサイト（https://www.aozorabank.co.jp/）に掲載することにより開示しており
ます。

表紙
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【連結計算書類の注記】

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

連結計算書類の作成方針
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結される子会社及び子法人等 25社

主要な会社名
GMOあおぞらネット銀行株式会社
あおぞら債権回収株式会社
あおぞら証券株式会社
あおぞら地域総研株式会社
あおぞら投信株式会社
あおぞら不動産投資顧問株式会社
ABNアドバイザーズ株式会社
あおぞら企業投資株式会社
Aozora Asia Pacific Finance Limited
Aozora Europe Limited
Aozora North America, Inc.
AZB Funding
AZB Funding 2
AZB Funding 3
AZB Funding 4 Limited
AZB Funding 5
AZB Funding 6
AZB Funding 7
AZB Funding 8 Limited
AZB Funding 9 Limited
AZB Funding 10 Limited
AZB Funding 11 Limited
AZB Funding 12 Limited

(2) 非連結の子会社及び子法人等
主要な会社名

あおぞら地域再生株式会社
　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）及
び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態
及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から
除外しております。

－ 1 －

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項、連結計算書類の作成方針、会計方針に関する事項
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２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 ０社
(2) 持分法適用の関連法人等 １社

主要な会社名
Orient Commercial Joint Stock Bank
（持分法適用の範囲の変更）

　Orient Commercial Joint Stock Bank（以下「OCB Bank」）については、当行が2020
年６月30日付でOCB Bankの株式を15％取得したこと等から、当連結会計年度より持分法
適用の範囲に含めております。
(3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等

主要な会社名
あおぞら地域再生株式会社

(4) 持分法非適用の関連法人等
主要な会社名

AJキャピタル株式会社
AZ-Star株式会社

　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等並びに関連法人等は、当期純損益（持分に見
合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の適用の対象から除いても
連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の適用の対象から除いております。

３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
　すべての連結される子会社及び子法人等の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．のれんの償却に関する事項
　のれんについては、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。な
お、重要性が乏しいものについては発生年度に全額償却しております。

　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
　子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２
に基づいております。

会計方針に関する事項
１．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

　金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の
格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、
取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上
するとともに、当該取引からの損益（利息配当金、売却損益及び評価損益）を連結損益計算書
上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
　特定取引資産及び特定取引負債の評価は、時価法により行っております。
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連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項、連結計算書類の作成方針、会計方針に関する事項
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２．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、売買目的有価証券（特定取引勘定で保有しているものを除く）につい

ては時価法（売却原価は移動平均法により算定）、満期保有目的の債券については移動平均
法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等株式、持分法
非適用の関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原
則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算
定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法によ
る原価法により行っております。
　ただし、投資事業有限責任組合、民法上の組合及び匿名組合等への出資金については、主
として、組合等の直近の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸
表に基づいて、組合等の純資産及び純損益を当行並びに連結される子会社及び子法人等の出
資持分割合に応じて、資産及び収益・費用として計上しております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ方法によ

り行っております。
３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

　デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。
４．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　当行の有形固定資産の減価償却は、建物(建物附属設備及び構築物を含む）については定額
法、その他については定率法を採用しております。
　主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　：15年～50年
その他：５年～15年

　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、
主として定率法により償却しております。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　無形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェア
については、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５
年～11年）に基づいて償却しております。
(3) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中の「リース資産」は、
リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、
リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零と
しております。

－ 3 －

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項、連結計算書類の作成方針、会計方針に関する事項



2021/05/27 16:47:13 / 20699931_株式会社あおぞら銀行_招集通知（Ｆ）

５．繰延資産の処理方法
　「その他資産」のうち社債発行費は、社債の償還期間にわたり定額法により償却しておりま
す。

６．貸倒引当金の計上基準
　当行の債権の償却及び貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり処
理しております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）
及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、
債権額から担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込額を控除した残額を取立不能
見込額として債権額から直接減額しております。なお、当連結会計年度末現在、取立不能見込
額として直接減額した金額は19,107百万円であります。
　現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以
下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び
保証等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し
必要と認めた額を貸倒引当金として計上しております。ただし、債権の元本の回収及び利息の
受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャ
ッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と帳簿価額との差額を貸倒引当金とする
方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。
　上記以外の債権については、リスク特性を踏まえ、北米・欧州コーポレートローン、アジア
コーポレートローンを切り出し３つのグループに区分した上で債務者区分毎の貸出金等の平均
残存期間（各区分概ね３年）の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、平均
残存期間に対応した過去の一定期間における貸倒実績率又は倒産確率の平均値に基づき損失率
を求め、これに直近の貸倒実績の傾向を勘案した将来見込み等必要な修正を加えて算定してお
ります。ただし、今後の管理に注意を要する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者につい
ては、キャッシュ・フロー見積法により、予想損失を見積もり、必要に応じて、予想損失率に
よる引当額に追加して貸倒引当金を計上しております。また、上記以外の一部債務者について
も一定額以上の大口債務者については、上記手法に準じた手法で、予想損失率による引当額に
追加して貸倒引当金を計上しております。
　なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特
定海外債権引当勘定として計上することとしております。
　すべての債権は、自己査定基準等に基づき、営業関連部署が債務者区分と整合的な内部格付
について常時見直しを実施し、審査部署が承認を行うとともに、営業関連部署及び審査部署か
ら独立した検証部署が抽出により検証を実施しております。
　上記手続きによる連結会計年度末時点の債務者区分に従い、営業関連部署が必要な償却・引
当額を算定し、検証部署が償却・引当額の最終算定並びに検証を行っております。
　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績等を勘
案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収可能性を

－ 4 －

会計方針に関する事項
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勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
　また、独立した監査部署が、自己査定に基づく償却及び引当結果の妥当性について定期的に
監査を実施しております。

７．投資損失引当金の計上基準
　投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘
案して必要と認められる額を計上しております。

８．賞与引当金の計上基準
　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額の
うち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

９．役員賞与引当金の計上基準
　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額の
うち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

10．役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結される子会社及び子法人等の役員への退職慰労金の支払いに備

えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生してい
ると認められる額を計上しております。

11．オフバランス取引信用リスク引当金の計上基準
　オフバランス取引信用リスク引当金は、貸出金に係るコミットメントライン契約の融資未実
行額等に係る信用リスクに備えるため、貸出金と同様に自己査定に基づき、予想損失率又は個
別の見積もりによる予想損失額を計上しております。

12．偶発損失引当金の計上基準
　偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する
可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。

13．特別法上の引当金の計上基準
　特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失の補填に充てる
ため、国内の連結される子会社及び子法人等が金融商品取引法第46条の５及び金融商品取引業
等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。

14．退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる
方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異
の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用　　：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９年）による
定額法により損益処理

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数
（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計
年度から損益処理

－ 5 －
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　なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適
用しております。

15．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　当行の外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連法人等株式を除き、
主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替
相場により換算しております。
　在外の連結される子会社及び子法人等の収益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算し、
換算差額は純資産の部における非支配株主持分及び為替換算調整勘定に含めて計上しておりま
す。

16．重要なヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ

　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお
ける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種
別委員会実務指針第24号　2020年10月８日　以下、「業種別委員会実務指針第24号」と
いう。）に規定する包括ヘッジによる繰延ヘッジのほか、一部については個別ヘッジによる
繰延ヘッジによっております。
　ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺する包括ヘッジについて、業種別委
員会実務指針第24号に基づき、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利ス
ワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、
相場変動を相殺する個別ヘッジについては、ヘッジ対象となる社債とヘッジ手段である金利
スワップに関する重要な条件がほぼ同一であるため、これをもって有効性の判定に代えてお
ります。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ

　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀
行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計
士協会業種別委員会実務指針第25号　2020年10月８日　以下、「業種別委員会実務指針第
25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。
　ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する
目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である
外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認す
ることによりヘッジの有効性を評価しております。
　また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘ
ッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで
取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用
しております。

－ 6 －

会計方針に関する事項
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(3) 株価変動リスク・ヘッジ
　株価変動リスクについては、その他有価証券（株式等）をヘッジ対象とし、トータル・リ
ターン・スワップをヘッジ手段として指定する個別ヘッジを適用しており、繰延ヘッジによ
っております。
　ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動とを
比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
(4) 連結会社間取引等

　デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引
については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対
して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ
運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利
スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰
延処理を行っております。

17．消費税等の会計処理
　当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税
抜方式によっております。

未適用の会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号　2019年７月４日）、「金融商品に関す
る会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）、「時価の算定に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日）、「金融商品の時価等の開示に関
する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日）
１．概要

　金融商品の時価の算定・開示に関し、包括的に会計基準としての手当てがなされたものです。
　・時価を「出口価格」と定義しています。
　・時価の算定にあたり、インプットの利用方法を定めています。
　・インプットに基づき、金融商品の時価をレベル１~レベル３に区分します。レベルに応じ
　た開示項目が求められます。

２．適用予定日
　2022年3月期の期首より適用いたします。

３．当該会計基準等の適用による影響
　当該会計基準等の適用による影響は軽微であります。

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）、「収益認識に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）

－ 7 －

会計方針に関する事項、未適用の会計基準等



2021/05/27 16:47:13 / 20699931_株式会社あおぞら銀行_招集通知（Ｆ）

１．概要
　収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識
されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

２．適用予定日
　2022年3月期の期首より適用いたします。

３．当該会計基準等の適用による影響
　当該会計基準等の適用による影響は軽微であります。

表示方法の変更
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当連
結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に重要な会計上の見積りに関す
る注記を記載しております。

重要な会計上の見積り
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌
連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
１．貸倒引当金

　連結計算書類において、貸出金は総資産の約半分を占める主要な資産であり、貸出金の信用リス
クにかかる貸倒引当金の計上は当行グループの財政状態、経営成績等に大きな影響を与えることか
ら、貸倒引当金の見積りは会計上重要なものと判断しております。
(1)当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額
貸倒引当金 50,886百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

①算出方法
　貸倒引当金の算出方法は、「会計方針に関する事項」「６.貸倒引当金の計上基準」に記載
しております。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化が見込まれる一部の債務者については、
将来的な信用状態の悪化の可能性を考慮した貸倒引当金を算定しております。

－ 8 －
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②主要な仮定
（イ）債務者区分の判定における債務者の将来の業績見通し
　個別債務者の債務者区分の判定については、各債務者の収益獲得能力、キャッシュ・フ
ロー創出力を個別に検討し評価しております。特に、事業買収を行ったことにより、のれ
んが計上されている債務者については、買収対象となった事業が生み出すキャッシュ・フ
ローの実現可能性を個別に検討し評価しております。
（ロ）不動産ノンリコースローン（特定の不動産及び当該不動産から生じるキャッシュ・
フローのみを返済原資とする貸出金）における対象不動産の将来キャッシュ・フローの見
積り
　対象不動産の将来キャッシュ・フローの見積りは、不動産ノンリコースローンの債務者
区分判定における重要な要素であり、不動産賃料、空室率、割引率等を個別に検討し評価
しております。
（ハ）新型コロナウイルス感染症の影響
　新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大による経済・企業活動への影響が長期化
し、一部の債務者については業績への影響が最長2022年度中まで継続する可能性がある
との仮定に基づき、「債務者の業績に影響を及ぼす期間の見通し」について、その債務者
が属する業態や地域性および各債務者の個別性を検討し評価しております。
　なお、経済・企業活動への影響期間の仮定について、前連結会計年度から見直しを行っ
ております。

③翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
　個別債務者の業績変化、不動産ノンリコースローンにおける対象不動産の将来キャッシ
ュ・フローの見積りに用いた計数の変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場
合は、翌連結会計年度に係る連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した貸倒引当金につきましては、新型コロ
ナウイルス感染症の収束状況、各国の感染症抑制対策及び経済支援対策並びに個別債務者の
新型コロナウイルス感染症への対応策の変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化し
た場合は、翌連結会計年度に係る連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可
能性があります。なお、当該仮定は不確実性が高く、その状況によっては将来における損失
額が増減する可能性があります。

注記事項
（連結貸借対照表関係）

１．関係会社の株式（及び出資金）総額（連結される子会社及び子法人等の株式（及び出資金）
を除く）37,958百万円

２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）、使用貸借又は賃貸借契約により貸し付けている有
価証券はありません。

－ 9 －
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　無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価証券、現先取引並びに現
金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券及びデリバティブ取引の担保として受
け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有す
る有価証券で、（再）担保に差し入れている有価証券は214百万円、再貸付けに供している有
価証券及び当連結会計年度末に当該処分をせずに所有している有価証券はありません。

３．貸出金のうち、破綻先債権額は2,120百万円、延滞債権額は20,787百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事
由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった
貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法
人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同
項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又
は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

４．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は1,577百万円であります。
　なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅
延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,869百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の
減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ
た貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。

６．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は
27,354百万円であります。
　なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

７．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これ
により受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）
担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、4,633百万円
であります。

８．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券 505,528百万円
貸出金 120,274

担保資産に対応する債務
売現先勘定 56,750百万円
債券貸借取引受入担保金 431,673
借用金 12,403

　上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用とし
て、有価証券7,501百万円及び外国為替11,072百万円を差し入れております。

－ 10 －

重要な会計上の見積り、（連結貸借対照表関係）、（連結損益計算書関係）



2021/05/27 16:47:13 / 20699931_株式会社あおぞら銀行_招集通知（Ｆ）

　また、その他資産には、金融商品等差入担保金91,590百万円及び保証金等20,422百万円が
含まれております。

９．当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約等は、顧客からの融資実行の申し
出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を
貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、560,116百
万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のものが465,239百万円であります。
　なお、これらの契約については、融資実行されずに終了するものも含まれるため、融資未実
行残高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フ
ローに影響を与えるものではありません。これらの契約には、金融情勢の変化、債権の保全及
びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込み
を受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられているもの
も含まれております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求す
るほか、契約後も常時、顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措
置等を講じております。

10．有形固定資産の減価償却累計額 25,443百万円
11．有形固定資産の圧縮記帳額 507百万円

（連結損益計算書関係）
　「その他の経常収益」には、株式等売却益2,400百万円、持分法による投資利益1,111百万円を
含んでおり、「その他の経常費用」には、貸出金償却174百万円、株式等償却25百万円を含んでお
ります。

－ 11 －
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（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当 連 結 会 計
年度期首株式数

当 連 結 会 計
年度増加株式数

当 連 結 会 計
年度減少株式数

当 連 結 会 計
年度末株式数 摘 要

発行済株式
普通株式 118,289 － － 118,289

合計 118,289 － － 118,289
自己株式

普通株式 1,604 0 18 1,586 （注）
合計 1,604 0 18 1,586

（注）増加は単元未満株式の買い取り請求によるもの、減少は新株予約権の行使に伴い処分した
　　　ものです。

２．新株予約権に関する事項
　新株予約権は、すべて当行のストック・オプションであり、当連結会計年度末の残高は482百
万円であります。

３．配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中の配当金支払額

（決　議） 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 配 当 の
原 資

１ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 0年 ５ 月1 4日
取 締 役 会 普 通 株 式 4,550百万円 利 益 剰 余 金 39円 2020年３月31日 2020年６月25日
2 0 2 0年 ７ 月3 1日
取 締 役 会 普 通 株 式 3,500百万円 利 益 剰 余 金 30円 2020年６月30日 2020年９月15日
2020年11月16日
取 締 役 会 普 通 株 式 3,501百万円 利 益 剰 余 金 30円 2020年９月30日 2020年12月15日
2 0 2 1 年 ２ 月 １ 日
取 締 役 会 普 通 株 式 3,501百万円 利 益 剰 余 金 30円 2020年12月31日 2021年３月15日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日
後となるもの

（決　議） 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 配 当 の
原 資

１ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 1 年 5 月 1 3 日
取 締 役 会 普 通 株 式 3,967百万円 利 益 剰 余 金 34円 2021年3月31日 2021年6月25日

－ 12 －
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（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

　当行グループは、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務等の銀行業務を中心
に、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務等の証券業務のほか、信託業務、債権管理回
収業務等の金融サービスに係る事業を行っており、資産・負債のうち貸出金や有価証券等の
金融資産、預金及び社債等の金融負債が大きな割合を占めております。当行グループは、市
場リスクや信用リスクのある金融商品の取り扱いを主要業務としているため、金融商品に係
る各種のリスクを適切に管理し、意図せざる損失の発生を回避するとともに、自己の体力に
見合ったリスクテイクを行い、リスクに見合った収益を確保することにより、信頼性の高い
健全な経営を行うことを基本的な方針としております。
　また、当行では、ALM（資産・負債の総合的管理）の考え方に基づき、当行全体の資産・
負債の金利リスク、流動性リスクや有価証券の価格変動リスク等を適正な水準に保ち、収益
の安定化・最適化を図っております。オンバランスの資産・負債から生ずる金利リスク等を
適切な水準に保つためにデリバティブ取引等も活用し、安定的な収益の確保と効率的運営を
図っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　当行グループが保有する金融資産は、主として、国内外の取引先企業等向けの貸出金及び
有価証券等であります。
　このうち、貸出金は、債務者の信用力の悪化により債務不履行が生じる信用リスクに晒さ
れています。当行の大口債務者上位10先に対する貸出金は、2021年３月末時点の貸出金残
高の約12％を占めており、大口債務者による債務不履行があった場合、又は大口債務者との
関係に重大な変化が生じた場合には、業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。
また、不動産関連の貸出割合や貸出金の不動産担保による保全割合に重要性があるため、不
動産市況や不動産業界全体が低迷した場合には、不動産で担保されている貸出金の質や、不
動産業界の債務者の信用力の悪化、不動産ノンリコースローンの対象不動産から生じるキャ
ッシュ・フローへの悪影響から、追加的な引当金が必要となったり、追加的な信用コストが
発生する可能性があります。また、海外における貸出金は信用リスクに加えて、金利や為替
変動に関連する取引に係るリスク及び社会的、政治的、経済的な環境変化に係るリスク等が
あります。
　有価証券は、債券、株式、ファンド等が主要なものであり、これらは発行体の信用リスク、
金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されています。当行が保有する有価証券の中
には不動産、住宅ローン等を裏付資産としたものが含まれており、これらの有価証券は、一
般的な市場金利、為替相場、債券価格及び株式市場の変動等以外に、裏付資産に係る経済環
境や取引動向等に依拠したリスクがあります。また、急激な金融環境の悪化や金融市場の混
乱等により、金融資産の市場流動性が極端に低くなり、処分時の価格が予想範囲を超えて低
下するリスク（市場流動性リスク）があります。
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　当行グループの主な金融負債は、預金、譲渡性預金及び社債であります。当行が預金等に
より調達した資金は、順次満期を迎えるため、当行は、預金を継続的に受け入れ、あるいは、
社債を発行する等により、既存債務の借り換えを行う必要がありますが、市場環境が不安定
な状況においては、十分な資金を調達できなくなる、又は、より高い資金調達コスト負担を
強いられる等のリスク（資金流動性リスク）に晒されています。
　なお、これらの金融資産、金融負債は、金利更改期間のミスマッチによる金利変動リスク
に晒されていますが、ALMの観点から、金利スワップ等のデリバティブ取引も活用しつつ、
バランスシート全体の金利リスク量を適切な水準に管理しております。
　また、当行グループの主要な資金調達手段は円建の預金及び社債であり、外貨建の資金運
用に当たっては、通貨スワップ取引等により運用・調達の通貨をマッチングさせることによ
って、為替の変動リスクを回避しております。
　当行グループでは、デリバティブ取引を主要業務の一つとして位置づけており、顧客の金
利・為替等の市場リスクのヘッジ・ニーズ等に対応した商品の提供、金利・為替・有価証券
等の市場価格・指標等の短期的な変動や市場間の格差等を利用した特定取引勘定で行うトレ
ーディング取引のほか、オンバランスの資産・負債から生ずる金利リスク等を適正な水準に
保つためのALM目的での取引等を行っております。
　金利関連として金利先物取引、金利オプション取引、金利スワップ取引を、通貨関連とし
て通貨スワップ取引、為替予約取引、通貨オプション取引を行っているほか、株式・債券関
連の先物・オプション取引、商品関連取引及びクレジットデリバティブ取引等を行っており
ますが、これらのデリバティブ取引は、金利・為替等の取引対象物の市場価格・ボラティリ
ティー等の変動により損失を被るリスクである市場リスクや取引相手方の契約不履行により
損失を被るリスクである信用リスクに晒されています。
　ALM目的での金利スワップ等のデリバティブ取引については、デリバティブをヘッジ手
段、預金・貸出金等をヘッジ対象として、繰延ヘッジによるヘッジ会計を適用しており、主
として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本
公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号　2020年10月８日）に基づき処理しておりま
す。相場変動を相殺するヘッジについてのヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象
となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間別にグ
ルーピングのうえ特定し、評価しております。
　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対しては、「銀行業における外貨建取
引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実
務指針第25号　2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジを適用し、外貨建金銭債権債務等
の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ
手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相
当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。また、外貨
建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象とな
る外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上
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の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

　当行グループは、様々な業務を行っていく中で、意図せざる損失の発生を回避するととも
に、自己の体力に見合ったリスクテイクを行い、リスクに見合った収益を確保して、信頼性
の高い健全な経営を行っていくために、適切なリスク管理体制の構築・維持に努めておりま
す。
　リスク管理に対する基本的な考え方はリスク管理関連のマスターポリシー・プロシージャ
ーに明文化しており、また、資本配分やリスク限度額等、リスク管理の基本的な枠組みにつ
いては、取締役会で決定しております。これらの枠組みの中で、市場リスクを市場リスク管
理部、信用リスクを信用リスク管理部及び統合リスク管理部、統合的リスク及びオペレーシ
ョナルリスクを統合リスク管理部が、それぞれ管理しております。また、監査部は、リスク
管理体制の適切性と有効性をチェックしております。取締役会、マネジメントコミッティー
及び各委員会は、各リスク所管部のリスク状況の報告や、監査部による監査の報告を受け、
リスク状況を監督するとともに経営判断に活用、リスク管理体制の維持・改善を行っており
ます。
①　信用リスク管理

　当行グループは、連結される子会社及び子法人等を含めた当行グループ全体としての資
産の健全性の維持を図るため、個別案件における厳正な審査・予兆管理を含む事後管理と
与信リスクの集中排除を狙いとしたポートフォリオ管理を両輪として信用リスク管理を行
っており、信用格付体系、信用リスク量の計測、リスク資本、集中リスク（大口与信、不
動産リスク、カントリーリスク）、資産の証券化・流動化取引等、問題債権等に係る管理
体制を整備しております。また、信用格付の検証、自己査定及び償却・引当に関しては、
資産査定部が全体の統括を所管し、関連各部と連携して資産内容の把握と適正な償却・引
当を行う体制を整備しております。
(イ)与信案件等に係る決裁権限

　貸出を中心とする与信案件の決裁権限は、代表取締役やチーフリスクオフィサー（以
下「CRO」という。）、チーフクレジットリスクオフィサー（以下「CCRO」という。）
等で構成されるクレジットコミッティーに帰属し、与信案件は、クレジットコミッティ
ーで審議・報告されております。また、株式、ファンドを中心とするエクイティーに対
する投資案件の決裁権限は、代表取締役やCRO等で構成されている投資委員会に帰属し
ており、投資委員会にて審議・報告が行われております。
　なお、クレジットコミッティーの決裁権限の一部は、クレジットコミッティーから
CCROに委譲されております。（CCROに委譲された決裁権限は、一定の範囲内で審査
部門及び営業部門に再委譲されております。）また、投資委員会の決裁権限の一部は投
資委員会からCROに委譲されております。（CROに委譲された決裁権限は、一定の範
囲内で営業部門に再委譲されております。）
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(ロ)信用格付体系
　当行グループでは、信用格付を与信審査に係る決裁権限や金利スプレッド等を決定す
る重要な構成要素として用いるほか、自己査定の運営や信用リスクを定量的に把握する
際の指標としております。当行の信用格付は、原則としてすべての与信取引を行ってい
る取引先に付与される、与信案件の債務者の信用力の程度を表す「債務者格付」、「債
務者格付」をもとに与信期間、保証や担保等の取引条件を勘案した与信案件毎の信用コ
ストの程度を表す「案件格付」及び、不動産ノンリコースローン、金銭債権の証券化案
件、優先劣後構造にトランチングされた仕組債等、特定された裏付資産から発生するキ
ャッシュ・フローに依拠する与信案件の信用コストの程度を表す「期待損失格付」によ
り構成されます。信用格付は、営業部店が一次格付を付与し、審査部門が承認を行う体
制としており、債務者の決算等に合わせて定期的に見直しを行うほか、債務者の信用力
の変化の兆候がある都度、随時に見直しを行っております。営業部店及び審査部門が付
した信用格付は、独立した検証部署である資産査定部が抽出によりその妥当性を検証し
ております。また、信用格付の結果は、ベンチマーキング（外部格付機関又は外部モデ
ルの格付結果との比較検証）やバックテスティング（デフォルト実績に基づく格付の有
意性の検証）等により、信用格付体系そのものの検証を行っております。
(ハ)信用リスク量の計測

　信用リスクに係るエクスポージャーは、貸出、有価証券、株式・ファンド、証券化取
引のほか、与信確約やデリバティブ取引等のオフバランス取引に係るものを含め、取引
の種類にかかわりなく、信用リスクのある資産・取引すべてについて、一元的に把握・
管理されております。与信ポートフォリオの信用リスク量は、内部モデルによるバリュ
ー・アット・リスク（VaR）等を用いて計測され、当行グループ全体の与信ポートフォ
リオの状況とともに定期的に取締役会等に報告されております。なお、当行の内部モデ
ルは、保有期間１年、信頼区間を99.9％とし、デフォルト率（PD）、デフォルト時の
回収不能率（LGD）、業種内相関、業種間相関、債務者グループの親子相関をパラメー
タとして非期待損失（UL）を計測しております。
(ニ)与信ポートフォリオの管理

　与信ポートフォリオについては、格付低下、不動産価格下落等のストレス・シナリオ
が現実化した場合の期待損失（EL）、非期待損失（UL）の算出・分析を通じ、与信ポー
トフォリオの状況分析を行っております。
　与信集中リスクは、与信先及び国又は地域の格付別にエクスポージャーのガイドライ
ンを設定してコントロールしており、不動産ポートフォリオには追加的にリミットを設
定してコントロールしております。

②　市場リスク管理
　当行グループは、トレーディング・バンキング業務におけるすべての資産負債やオフバ
ランス取引の市場リスクについて、様々な角度から分析・把握を行い、適切な管理に努め
ております。
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(イ)市場リスク量の計測
　当行グループは、バリュー・アット・リスク（VaR）の手法により、トレーディング
業務、バンキング業務の市場リスクを計量化し、このVaRに基づいて、市場リスクの限
度額の設定及びリスク状況のモニタリングを行っております。
　当行のVaRは、ヒストリカルシミュレーションを用いた内部モデルにより、保有期間
１日、信頼区間99％、観測期間は原則としてトレーディング勘定は２年、バンキング勘
定は３年を前提として算出しております。VaRの信頼性は日々のVaRと損益を比較する
バックテスティングにより検証しており、また、VaRを補完するために、統計的推定を
超える市場変動の影響度を評価するストレステストを定期的に実施し、その結果はALM
委員会等に報告しております。
(ロ)市場リスクに係る定量的情報
(ⅰ) トレーディング目的の金融商品

　2021年３月31日現在で、当行のトレーディング目的の金融商品（特定取引勘定の
有価証券・デリバティブ等）のVaRは、1,025百万円であります。なお、一部の連結
される子会社及び子法人等でトレーディング目的の金融商品を保有しておりますが、
市場リスク量は僅少であります。
　2020年４月から2021年３月末までの245営業日を対象とした内部モデルによる
VaRに対するバックテスティングを行った結果、VaRを超過する損失が発生したのは
０営業日であり、当行の使用する内部モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉し
ているものと考えております。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算
出した一定の発生確率で市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市
場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
(ⅱ) トレーディング目的以外の金融商品

　当行において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品
は、「貸出金」、「有価証券」のうち債券、「預金」、「社債」及びデリバティブ取
引のうち金利スワップ取引並びに通貨スワップ取引等です。
　2021年３月31日現在で、当行のトレーディング目的以外の金融商品に係るVaRは、
8,849百万円であります。なお、一部の連結される子会社及び子法人等については、
金利や為替のリスクのある金融商品を保有しておりますが、それらの市場リスク量は
僅少であります。ただし、トレーディング業務同様に、VaRは過去の相場変動をベー
スに統計的に算出した一定の発生確率で市場リスク量を計測しており、通常では考え
られないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合がありま
す。

(ハ)市場リスク管理の手続き
　市場リスク管理の対象取引やリスク管理方法・時価評価方法は明文化しており、フロ
ントオフィスから組織的・人的に独立した市場リスク管理部が、フロントオフィスであ
る各業務部門・部署に対して設定したリスク、損失の限度額等の遵守状況をモニタリン
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グする体制としております。市場リスク管理部は、トレーディング業務については日次、
バンキング業務については日次又は月次で市場リスク・損益のモニタリングを行い、
CROやフロントオフィスの担当役員に直接報告を行うとともに、リスクの状況等を取締
役会、マネジメントコミッティー及びALM委員会等に定期的に報告しております。算出
された最大損失予想額を超える損失が発生した場合には、その原因分析を実施しており
ます。また、市場・信用リスクの横断的なリスク管理としてアセットクラス別のディス
カッションポイントを設定するなど、価格変動リスクのモニタリング機能を強化してお
ります。また、市場の混乱や取引の厚み不足等により市場取引ができない、又は著しく
不利な価格での取引を余儀なくされる市場流動性リスクについては、市場規模と保有ポ
ジションの割合等をモニタリングし、ポジションが過大とならないよう留意した運営を
行っております。

③　資金流動性リスク管理
　資金流動性リスクについては、円貨・外貨ともに財務部が一元的に管理しております。
資金の運用・調達については、年次及び月次で資金計画を策定し、資金繰りの状況につい
ても財務部が経営陣に日々直接報告する体制としております。資金流動性リスクに備え、
また各種決済に係る必要資金が適切に確保できるよう、流動性の高い有価証券等の保有に
より十分な流動性バッファーを維持しております。

④　オペレーショナルリスク管理
　当行グループは、金融商品の取扱いに係る事務リスク、法務コンプライアンスリスク、
システムリスク等をオペレーショナルリスクとして、統一的な手法や指標により総合的に
管理しております。発生した損失事象は統合リスク管理部に集約されるとともに、今後損
失を発生させる可能性があるリスクについては、リスク・コントロール・セルフ・アセス
メント等により特定・評価しております。当行グループが抱えるオペレーショナルリスク
は、発生した損失事象やリスクシナリオに基づき内部モデルによるシミュレーションで推
計され、リスク相当の自己資本を確保しております。

⑤　統合リスク管理
　当行グループは、統合的なリスク管理に係る基本方針を策定し、信用リスク、市場リス
ク、オペレーショナルリスク等、管理すべきリスクの範囲と定義並びにリスクの特定と評
価、モニタリングとコントロールからなるリスク管理プロセスを定めております。当行グ
ループはこの基本方針に則ったリスク管理を行い、リスク管理体制の充実に努めておりま
す。統合的なリスク管理の枠組みの中で、信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリ
スクを統合的に把握し、統合ストレステストの実施等により自己資本と対比して許容可能
な範囲にリスクをコントロールするとともにリスクに見合った収益の確保を目指しており
ます。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
　2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで
あります。なお、連結貸借対照表上の重要性が乏しい科目は、記載を省略しております。また、
時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません
（（注２）参照）。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現金預け金 950,109 950,109 －
(2) コールローン及び買入手形 41,000 41,000 －
(3) 買現先勘定 － － －
(4) 債券貸借取引支払保証金 － － －
(5) 買入金銭債権（＊１） 74,432 81,333 6,901
(6) 特定取引資産

売買目的有価証券 5 5 －
(7) 金銭の信託 33,521 35,736 2,214
(8) 有価証券

その他有価証券（＊２） 1,277,169 1,277,169 －
(9) 貸出金 2,948,808

貸倒引当金（＊１） △50,178
2,898,629 2,975,124 76,495

資産計 5,274,868 5,360,478 85,610
(1) 預金 3,978,506 3,981,716 3,210
(2) 譲渡性預金 34,000 34,000 －
(3) コールマネー及び売渡手形 15,536 15,536 －
(4) 売現先勘定 56,750 56,750 －
(5) 債券貸借取引受入担保金 431,673 431,673 －
(6) 借用金 349,767 350,647 879
(7) 社債 198,365 199,591 1,225
負債計 5,064,601 5,069,916 5,315
デリバティブ取引（＊３）

ヘッジ会計が適用されていないもの 21,059 21,059 －
ヘッジ会計が適用されているもの (42,379) (42,379) －

デリバティブ取引計 (21,319) (21,319) －

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金
銭債権に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から
直接減額して表示しております。
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（＊２）その他有価証券の連結貸借対照表計上額、時価及び差額には、時価を把握することが可能
な金銭債権を組合財産とする組合出資金を含めておりません。当該組合出資金の連結貸借
対照表計上額は12,384百万円、組合財産である金銭債権等について、見積将来キャッシ
ュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込み額等により算定した組合財産の
時価のうち、当行に帰属する持分の金額により算定した当該組合出資金の時価は17,305百
万円、連結貸借対照表計上額との差額は4,921百万円であります。

（＊３）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表
示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示してお
り、合計で正味の債務となる項目については、（　）で表示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金預け金、(2) コールローン及び買入手形、(3) 買現先勘定、(4) 債券貸借取引支
払保証金

　これらは、要求払、短期通知で解約可能若しくは約定期間が短期間であり、時価は帳
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(5) 買入金銭債権

　買入金銭債権のうち、企業会計上の有価証券に該当する信託受益権等の評価について
は、後述の「(8) 有価証券」と同様の方法により行っております。
　その他の買入金銭債権については、「(9) 貸出金」と同様の方法により時価を算定し
ております。
(6) 特定取引資産

　特定取引目的で保有している債券等の有価証券については、取引所の価格、業界団体
が公表又は情報ベンダーが提示する市場価格によっております。
(7) 金銭の信託

　信託財産を構成している有価証券の評価は、後述の「(8) 有価証券」と同様の方法に
より行っております。信託財産を構成している金銭債権の評価は、後述の「(9) 貸出金」
と同様の方法により行っております。
　なお、保有目的毎の金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」
に記載しております。
(8) 有価証券

　株式は取引所の価格によっております。債券のうち、業界団体が公表又は情報ベンダ
ーが提示する市場価格があるものの評価は、原則として当該価格を時価としております。
債券のうち、業界団体が公表又は情報ベンダーが提示する市場価格がないものの評価は、
後述の「(9) 貸出金」と同様の方法又は取引金融機関等から提示された価格により算定
しております。投資信託等は、投資信託管理会社等から提示された価格によっておりま
す。組合出資金は、組合財産の種類に応じ上記方法又は後述の「(9) 貸出金」の方法に
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準じ時価を算定しております。
　なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記
載しております。
(9) 貸出金

　約定元利金に、内部格付等に基づくデフォルトリスク及び裏付資産や保全の状況を加
味したデフォルト時の予想損失率等に基づき信用リスク等を反映させた将来キャッシ
ュ・フローを、市場利子率にて割り引いた現在価値の合計額から経過利息を控除したも
の等を時価としております。また、一部の貸出金については、取引金融機関等から提示
された価格により算定しております。なお、複合金融商品のうち区分経理を行っている
貸出金の約定元利金は、区分経理後のものとしております。
　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証
による回収見込額又は見積将来キャッシュ・フローの現在価値等を時価としております。
　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設け
ていないもの、及び回収可能性に懸念がなく金額的に重要性が乏しいものについては、
帳簿価額を時価としております。

負債
(1) 預金

　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価と
みなしております。また、定期預金の時価は、主に約定元利金を市場利子率に当行の連
結決算日前の一定の期間における平均調達スプレッドを加味した利率により割り引いた
現在価値の合計額から経過利息を控除したものを時価としております。なお、複合金融
商品のうち区分経理を行っている定期預金の約定元利金は、区分経理後のものとしてお
ります。
(2) 譲渡性預金

　約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。
(3) コールマネー及び売渡手形、(4) 売現先勘定、(5) 債券貸借取引受入担保金

　約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。
(6) 借用金

　約定期間が短期間のものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としており、それ以外については「(1) 預金」の定期預金と同様の方法
により算定しております。
　なお、複合金融商品のうち区分経理を行っている借用金の約定元利金は、区分経理後
のものとしております。
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(7) 社債
　業界団体が公表又は情報ベンダーが提示する市場価格を時価としております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、
通貨関連取引（為替予約、通貨オプション、通貨スワップ等）、株式関連取引（株式指数
先物、株式指数オプション、トータル・リターン・スワップ等）、債券関連取引（債券先
物、債券先物オプション等）、商品関連取引（商品スワップ等）、クレジット・デリバテ
ィブ取引（クレジット・デフォルト・スワップ等）であり、取引所の価格、割引現在価値
やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のと
おりであり、金融商品の時価情報の「資産(8) 有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）
区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

①非上場株式等（＊１）（＊３） 6,996

②組合出資金（＊２） 78,889

合 計 85,886

（＊１）非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。

（＊２）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式等時価を把握することが極めて困難と認められ
るもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。

（＊３）当連結会計年度において、非上場株式等について25百万円減損処理を行なっております。
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（有価証券関係）
　連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、「特定取引資産」中
の商品有価証券及び特定取引有価証券、及び「買入金銭債権」中の信託受益権の一部が含まれてお
ります。

１．売買目的有価証券（2021年３月31日現在）
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円)

売 買 目 的 有 価 証 券 0

２．満期保有目的の債券（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。

３．その他有価証券（2021年３月31日現在）

種 類 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
（百万円）

取 得 原 価
（百万円）

差 額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取 得 原 価 を 超 え る も の

株式 23,777 3,314 20,462

債券 130,666 129,258 1,408

国債 29,773 29,480 293

地方債 29,549 29,415 133

短期社債 － － －

社債 71,344 70,362 981

その他 416,607 381,907 34,699

外国債券 181,080 175,202 5,877

その他 235,527 206,705 28,822

小計 571,051 514,480 56,570

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 78 86 △7

債券 170,083 170,586 △502

国債 8,001 8,002 △0

地方債 115,587 116,038 △451

短期社債 29,998 29,998 －

社債 16,496 16,547 △50

その他 581,597 594,179 △12,582

外国債券 419,470 429,922 △10,451

その他 162,126 164,256 △2,130

小計 751,759 764,851 △13,092

合計 1,322,811 1,279,332 43,478
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４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自　2020年４月１日　至　2021年３月
31日）
　該当事項はありません。

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　2020年４月１日　至　2021年３月31
日）

売　却　額（百万円） 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

株式 202 119 －

債券 24,987 1 458

国債 24,486 － 458

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 501 1 －

その他 764,334 20,778 9,706

外国債券 540,510 11,783 4,127

その他 223,823 8,994 5,578

合計 789,524 20,899 10,165

６．保有目的を変更した有価証券
　該当事項はありません。

７．減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）につい
て、有価証券の発行会社の区分毎に時価が著しく下落したと判断する基準を設け、当該有価証
券の期末時価が著しく下落したと判断された場合、回復の見込みがあると認められる場合を除
き、減損処理を行っております。
　当連結会計年度における減損処理額は、外国債券68百万円であります。
　なお、時価が著しく下落したと判断する基準は、原則として、当該有価証券の期末時価が、
取得原価又は償却原価の概ね50％を下回っている場合をいい、有価証券の発行会社の区分が以
下のものについては、償却引当基準等において、次のとおり定めております。

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先　　　時価が取得原価に比べて下落
要注意先　　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて30％程度以上下落
正常先　　　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて50％程度以上下落

　ただし、債券のうち発行会社の区分が正常先であるものについては、時価が取得原価に比べ
て30％程度以上下落した場合は、著しく下落したものと判断しております。
　また、上記の基準に該当しない場合であっても、時価が一定水準以下で推移しているような
銘柄については、原則として著しく下落したものと判断しております。
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　なお、破綻先とは破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破
綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが
今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を
要する発行会社であります。また、正常先とは、破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意
先以外の発行会社であります。

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（2021年３月31日現在）

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 （ 百 万 円 ） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円)

運用目的の金銭の信託 33,521 －

２．満期保有目的の金銭の信託（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。

（１株当たり情報）
１．１株当たりの純資産額 4,233円53銭
２．１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益 248円27銭
３．潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益 247円90銭
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【計算書類の注記】

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
重要な会計方針

１．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
　金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の
格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、
取引の約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上する
とともに、当該取引からの損益（利息配当金、売却損益及び評価損益）を損益計算書上「特定
取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
　特定取引資産及び特定取引負債の評価は、時価法により行っております。

２．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、売買目的有価証券（特定取引勘定で保有しているものを除く）につい

ては時価法（売却原価は移動平均法により算定）、満期保有目的の債券については移動平均
法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動
平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時
価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困
難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
　ただし、投資事業有限責任組合、民法上の組合及び匿名組合等への出資金については、主
として、組合等の直近の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸
表に基づいて、組合等の純資産及び純損益を当行の出資持分割合に応じて、資産及び収益・
費用として計上しております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ方法によ

り行っております。
３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

　デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。
４．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産の減価償却は、建物（建物附属設備及び構築物を含む）については定額法、
その他については定率法を採用しております。
　主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　：15年～50年
その他：５年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェア
については、行内における利用可能期間（主として５年～11年）に基づいて償却しておりま
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す。
(3) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中の「リース資産」は、
リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、
リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零と
しております。

５．繰延資産の処理方法
　「その他資産」のうち「社債発行費」は、社債の償還期間にわたり定額法により償却してお
ります。

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社・子法人等株式及び関
連法人等株式を除き、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。

７．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　当行の債権の償却及び貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり
処理しております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）
及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、
債権額から担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込額を控除した残額を取立不
能見込額として債権額から直接減額しております。なお、当事業年度末現在、取立不能見込
額として直接減額した金額は14,926百万円であります。
　現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込
額及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的
に判断し必要と認めた額を貸倒引当金として計上しております。ただし、債権の元本の回収
及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権について
は、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と帳簿価額との差額を貸
倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。
　上記以外の債権については、リスク特性を踏まえ、北米・欧州コーポレートローン、アジ
アコーポレートローンを切り出し３つのグループに区分した上で債務者区分毎の貸出金等の
平均残存期間（各区分概ね３年）の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、
平均残存期間に対応した過去の一定期間における貸倒実績率又は倒産確率の平均値に基づき
損失率を求め、これに直近の貸倒実績の傾向を勘案した将来見込み等必要な修正を加えて算
定しております。ただし、今後の管理に注意を要する債務者で与信額が一定額以上の大口債
務者については、キャッシュ・フロー見積法により、予想損失を見積もり、必要に応じて、
予想損失率による引当額に追加して貸倒引当金を計上しております。また、上記以外の一部
債務者についても一定額以上の大口債務者については、上記手法に準じた手法で、予想損失
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率による引当額に追加して貸倒引当金を計上しております。
　なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を
特定海外債権引当勘定として計上することとしております。
　すべての債権は、自己査定基準等に基づき、営業関連部署が債務者区分と整合的な内部格
付について常時見直しを実施し、審査部署が承認を行うとともに、営業関連部署及び審査部
署から独立した検証部署が抽出により検証を実施しております。
　上記手続きによる事業年度末時点の債務者区分に従い、営業関連部署が必要な償却・引当
額を算定し、検証部署が償却・引当額の最終算定並びに検証を行っております。
　また、独立した監査部署が自己査定に基づく償却及び引当結果の妥当性について定期的に
監査を実施しております。
(2) 投資損失引当金

　投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を
勘案して必要と認められる額を計上しております。
(3) 賞与引当金

　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額
のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金

　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額
のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(5) 退職給付引当金

　退職給付引当金（前払年金費用を含む）は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度
末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の
損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用　　：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９年）に
よる定額法により損益処理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数
（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業
年度から損益処理

(6) オフバランス取引信用リスク引当金
　オフバランス取引信用リスク引当金は、貸出金に係るコミットメントライン契約の融資未
実行額等に係る信用リスクに備えるため、貸出金と同様に自己査定に基づき、予想損失率又
は個別の見積もりによる予想損失額を計上しております。
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８．ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ

　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金
融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員
会実務指針第24号　2020年10月８日　以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。）
に規定する包括ヘッジによる繰延ヘッジのほか、一部については個別ヘッジによる繰延ヘッ
ジによっております。
　ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺する包括ヘッジについて、業種別委
員会実務指針第24号に基づき、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利ス
ワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、
相場変動を相殺する個別ヘッジについては、ヘッジ対象となる社債とヘッジ手段である金利
スワップに関する重要な条件がほぼ同一であるため、これをもって有効性の判定に代えてお
ります。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ

　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業
における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協
会業種別委員会実務指針第25号　2020年10月８日　以下、「業種別委員会実務指針第25
号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。
　ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する
目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である
外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認す
ることによりヘッジの有効性を評価しております。
　また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘ
ッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで
取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用
しております。
(3) 株価変動リスク・ヘッジ

　株価変動リスクについては、その他有価証券（株式等）をヘッジ対象とし、トータル・リ
ターン・スワップをヘッジ手段として指定する個別ヘッジを適用しており、繰延ヘッジによ
っております。
　ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動とを
比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
(4) 内部取引等

　デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘ
ッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委
員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認
められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及
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び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行って
おります。

９．退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結
計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

10．消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

表示方法の変更
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当事業
年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載し
ております。

重要な会計上の見積り
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度
に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
１．貸倒引当金
計算書類において、貸出金は総資産の約半分を占める主要な資産であり、貸出金の信用リスクに
かかる貸倒引当金の計上は当行の財政状態、経営成績等に大きな影響を与えることから、貸倒引
当金の見積りは会計上重要なものと判断しております。
(1)当事業年度に係る計算書類に計上した額
　貸倒引当金 50,043百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
「連結計算書類の注記」に記載の通りであります。

注記事項
（貸借対照表関係）

１．関係会社の株式（及び出資金）総額 87,933百万円
２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）、使用貸借又は賃貸借契約により貸し付けている有

価証券はありません。
　無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価証券、現先取引並びに現
金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券及びデリバティブ取引の担保として受
け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有す
る有価証券で、（再）担保に差し入れている有価証券、再貸付けに供している有価証券及び当
事業年度末に当該処分をせずに所有している有価証券はありません。

３．貸出金のうち、破綻先債権額は2,120百万円、延滞債権額は20,737百万円であります。
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　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事
由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった
貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法
人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同
項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又
は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅
延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,869百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の
減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ
た貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

６．破綻先債権額、延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は25,726百万円であります。
　なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

７．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これ
により受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）
担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、4,633百万円
であります。

８．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券 505,028百万円
貸出金 83,616

担保資産に対応する債務
売現先勘定 56,750百万円
債券貸借取引受入担保金 431,673
借用金 12,403

　上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用とし
て、外国為替11,072百万円を差し入れております。
　また、その他の資産には、保証金等13,071百万円が含まれております。

９．当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約等は、顧客からの融資実行の申し
出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を
貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、598,473百
万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のものが504,339百万円あります。
　なお、これらの契約については、融資実行されずに終了するものも含まれるため、融資未実
行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありませ
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ん。これらの契約には、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当
行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付
けられているものも含まれております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券
等の担保を徴求するほか、契約後も常時、顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、
与信保全上の措置等を講じております。

10．有形固定資産の減価償却累計額 24,638百万円
11．有形固定資産の圧縮記帳額 507百万円
12．関係会社に対する金銭債権総額 713,447百万円
13．関係会社に対する金銭債務総額 17,282百万円

（損益計算書関係）
１．関係会社との取引による収益 20,766百万円

資金運用取引に係る収益総額 8,804
役務取引等に係る収益総額 4,247
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 7,715

関係会社との取引による費用 3,796百万円
資金調達取引に係る費用総額 0
役務取引等に係る費用総額 3,290
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 505

関係会社とのその他の取引（資産の譲渡等）に係る取引高
10,786百万円
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２．関連当事者との取引について、記載すべき重要なものは、次のとおりであります。
(1) 親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。
(2) 子会社及び関連会社等

種類 会社等の
名称

議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子法人等
AZB
Funding 9
Limited
（注１）

－ 資金貸付
資金貸付
（注２） △11,123 貸出金

(証書貸付) 67,588

利息の受取
（注２） 1,243 未収収益 254

子法人等

AZB
Funding 
11
Limited
（注１）

－ 資金貸付

資金貸付
（注２） 28,358 貸出金

(証書貸付) 115,857

利息の受取
（注２） 1,490 未収収益 261

(注１)　AZB Funding 9 Limited及びAZB Funding 11 Limitedは海外貸出資産を取得し、管理
することを目的として設立された特別目的会社であります。

(注２)　AZB Funding 9 Limited及びAZB Funding 11 Limitedが保有する貸出金を裏付資産と
して資金を貸付けております。裏付資産から発生する収益を原資として、市場金利に連動
した約定金利及び実績配当の形で利息が支払われるものであります。当事業年度末現在、
当行はこれら子法人等の調達資金全額に対し貸付を行っております。そのため、これら子
法人等の損益のすべてが当行に帰属するものです。

(3) 兄弟会社等
　該当事項はありません。
(4) 役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）
１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：千株）

当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 摘 要

自己株式

普通株式 1,604 0 18 1,586 （注）

合計 1,604 0 18 1,586

（注）増加は単元未満株式の買い取り請求によるもの、減少は新株予約権の行使に伴い処分した
　　　ものです。
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（有価証券関係）
　貸借対照表の「国債」「地方債」「短期社債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「預
け金」中の譲渡性預け金、「商品有価証券」「特定取引有価証券」、及び「買入金銭債権」中の信
託受益権の一部が含まれております。

１．売買目的有価証券（2021年３月31日現在）
当事業年度の損益に含まれた評価差額(百万円)

売 買 目 的 有 価 証 券 －

２．満期保有目的の債券（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2021年３月31日現在）
貸借対照表計上額(百万円) 　 時  価 　 ( 百 万 円 ) 　 差  額 　 (百 万 円 )

関 連 法 人 等 株 式 17,178 19,055 1,877

　なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等
株式は次のとおりです。

貸 借 対 照 表 計 上 額（百万円）

子会社・子法人等株式 50,983

関 連 法 人 等 株 式 619

合 計 51,602

－ 34 －
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４．その他有価証券（2021年３月31日現在）

種 類 貸借対照表計上額
(百万円)

取 得 原 価
（百万円）

差 額
（百万円）

貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取得原価を超えるもの

株式 23,777 3,314 20,462

債券 123,218 121,810 1,407

国債 29,773 29,480 293

地方債 22,100 21,967 132

短期社債 － － －

社債 71,344 70,362 981

その他 416,607 381,907 34,699

外国債券 181,080 175,202 5,877

その他 235,527 206,705 28,822

小計 563,602 507,032 56,570

貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取得原価を超えないもの

株式 78 86 △7

債券 147,926 148,425 △498

国債 － － －

地方債 106,871 107,321 △450

短期社債 29,998 29,998 －

社債 11,057 11,105 △48

その他 581,597 594,179 △12,582

外国債券 419,470 429,922 △10,451

その他 162,126 164,256 △2,130

小計 729,602 742,690 △13,088

合計 1,293,205 1,249,723 43,481

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券
貸 借 対 照 表 計 上 額（百万円）

株 式 6,102

組 合 出 資 金 104,184

そ の 他 0

合 計 110,286
　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。

－ 35 －
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５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自　2020年４月１日　至　2021年３月31
日）

　該当事項はありません。
６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

売　却　額（百万円） 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

株式 202 119 －

債券 24,987 1 458

国債 24,486 － 458

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 501 1 －

その他 764,334 20,778 9,706

外国債券 540,510 11,783 4,127

その他 223,823 8,994 5,578

合計 789,524 20,899 10,165

７．保有目的を変更した有価証券
　該当事項はありません。

８．減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）につい
て、有価証券の発行会社の区分毎に時価が著しく下落したと判断する基準を設け、当該有価証
券の期末時価が著しく下落したと判断された場合、回復の見込みがあると認められる場合を除
き、減損処理を行っております。
　当事業年度における減損処理額は、外国債券68百万円であります。
　なお、時価が著しく下落したと判断する基準は、原則として、当該有価証券の期末時価が、
取得原価又は償却原価の概ね50％を下回っている場合をいい、有価証券の発行会社の区分が以
下のものについては、償却引当基準等において、次のとおり定めております。
　破綻先、実質破綻先、破綻懸念先　　　時価が取得原価に比べて下落
　要注意先　　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて30％程度以上下落
　正常先　　　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて50％程度以上下落
　ただし、債券のうち発行会社の区分が正常先であるものについては、時価が取得原価に比べ
て30％程度以上下落した場合は、著しく下落したものと判断しております。
　また、上記の基準に該当しない場合であっても、時価が一定水準以下で推移しているような
銘柄については、原則として著しく下落したものと判断しております。
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　なお、破綻先とは破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破
綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが
今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を
要する発行会社であります。また、正常先とは、破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意
先以外の発行会社であります。

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（2021年３月31日現在）

貸 借 対 照 表 計 上 額 （百 万 円） 当事業年度の損益に含まれた評価差額(百万円)

運用目的の金銭の信託 4,975 －

２．満期保有目的の金銭の信託（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。

（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額 14,928百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額 3,179
減価償却超過額 2,102
有価証券償却超過額 19,213
繰延ヘッジ損益 331
貸倒損失等否認額 75
その他 7,451

繰延税金資産小計 47,281
評価性引当額 △13,366
繰延税金資産合計 33,914
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 14,854
資産除去債務費用 441
前払年金費用 1,294
その他 61

繰延税金負債合計 16,652
繰延税金資産の純額 17,262百万円
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（１株当たり情報）
１．１株当たりの純資産額 4,189円77銭
２．１株当たりの当期純利益 253円01銭
３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益 252円65銭

ご参考

（信託財産残高表）
(2021年３月31日現在）

資　産 金　額（百万円） 負　債 金　額（百万円）
貸 出 金 28,116 金 銭 信 託 192,267
有 価 証 券 176,573 金銭信託以外の金銭の信託 106,790
信 託 受 益 権 3,625 有 価 証 券 の 信 託 217,890
受 託 有 価 証 券 217,707 金 銭 債 権 の 信 託 7,004
金 銭 債 権 117,676 包 括 信 託 206,257
有 形 固 定 資 産 98,136
そ の 他 債 権 8,683
現 金 預 け 金 79,690
合 　 計 730,209 合 　 計 730,209
（注１）「信託受益権」は、信託勘定全体の信託受益権残高から、当行を委託者兼受託者とする

信託から取得した信託受益権額を二重信託として控除しております。また、負債のうち
対応する信託種別の元本残高から同額を控除しております。

（注２）元本補填契約のある信託については、取扱い残高はありません。

－ 38 －
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